
経営改善計画策定支援事業における
モニタリングとは

モニタリング報告書（別紙3-1）の記入方法

モニタリング費用支払申請に必要な書類の記入方法
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1.モニタリングの流れについて

 認定支援機関向けマニュアル・FAQの説明は下図のとおり

 つまり、認定支援機関（ＴＫＣ税理士）は、顧問先のアクションプランの実施
状況と最新の業績を金融機関に報告後、経営改善支援センターにモニタリング
報告書と支払申請書を提出する。
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１．利用申請

２．計画策定支援・合意形成

３．支払申請及び支払決定

●認定支援機関は、経営改善計画の記載に基づき、中小企業・小規模事業者のモニタリングを実施して、経営改
善支援センターに対し報告するとともに、「モニタリング費用支払申請書」を提出する。
なお、モニタリングは、認定支援機関が自ら実施するものとし、外部委託することはできないものとする。

４．モニタリング

●経営改善支援センターでは、モニタリング報告書及び支払申請書の内容を確認する。
●経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、代表認定支援機関に通知し、
モニタリング費用（計画策定費用等を含む）の３分の２（２００万円）を上限として支出する。
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